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2025年度日本年金数理人会試験の申込及び準会員資格取得申請の手続き等について 

 

１．受験の申込 

（１）申込書類 

申込書類は以下のとおりです。 

①受験申込書 

別添の申込書を使用してください。 

②大学卒業証明書 

大学発行の証明書をスキャンまたは撮影したもの（ファイル形式は PDF か JPG

に限る、以下同様）を添付してください。 

なお、2008 年度までに合格科目がある方および 2009 年度以降に受験した方に

ついては、受験申込書に連絡済の年金数理人会登録番号を記入いただければ、卒

業証明書の添付は不要です。 

③（年金法令・制度運営の受験資格として、公益社団法人日本アクチュアリー会の 

資格試験の合格を使用する場合）公益社団法人日本アクチュアリー会の資格試験 

の合格通知書 

「年金法令・制度運営」を受験する方は、公益社団法人日本アクチュアリー会が 

発行した合格通知書をスキャンまたは撮影したものを添付してください。 

④受験料の振込票をスキャンまたは撮影したものを添付してください。 

・・・（３）参照 

⑤（氏名の変更があった場合）戸籍抄本等 

①④に記入される氏名と②③に記載されている氏名が異なる場合には、変更の事 

実が確認できる（新旧の氏名が記載されている）戸籍抄本等をスキャンまたは撮 

影したものを添付してください。 

※受験申込書は誤字、脱字のないように記入ください。氏名等の記載が正しくない

場合や判読しにくい場合は、受験票等を正しく作成できない場合があります。 

 

（２）申込書類の提出先 

以下のメールアドレスに添付して送付してください。 

shiken@jscpa.or.jp 

公益社団法人 日本年金数理人会 試験委員会委員長 宛 

なお、メール件名は「【日本年金数理人会】2025年度試験申込書類の送付」としてくだ

さい。 

 

（３）受験料の支払い 

下記の銀行口座にお振り込みください。 

みずほ銀行 東京営業部 普通預金 No.1910119 

公益社団法人 日本年金数理人会 

 

また、当会における入金確認のために、振込票をスキャンまたは撮影したものを添付

してください。 

なお、一度受領した受験料は、事情の如何にかかわらず返金しませんので、予めご了

mailto:shiken@jscpa.or.jp


手続き－2 

承ください。 

 

（４）締切日時 

2025年 6月 2日（月） 

 

２．受験票の送付 

受験申込書にしたがい受験番号を配番し、7月中旬に送付します。8月 8日（金）までに受

験票が到着しない場合には、公益社団法人日本年金数理人会（以下、「当会」という）事務局

(tel:03-5442-0208)までお問い合わせください。 

 

３．受験票の再発行 

受験票を紛失した場合等の受験票の再発行については、9 月 5 日（金）正午まで受け付け

ます（それ以降の申し出は一切受け付けませんのでご注意ください）。当会事務局(tel:03-

5442-0208)までお問い合わせください。 

（※）2021年度以前における能力判定試験のうち「年金法令・制度運営」に合格している場

合は、公益社団法人日本アクチュアリー会の資格試験の「数学」、「損保数理」、「生保数

理」及び「会計・経済・投資理論」に合格している必要があります。なお、当会が実施

した 2021年度以前の能力判定試験に関する取扱いは（別紙２）の通りです。 

 

６．個人情報の取扱 

受験申込書に記入された氏名、生年月日、住所、勤務先等および合否結果の個人情報につ

いては、当会の日本年金数理人会試験の運営、試験関係事務（受験票等の送付等）、会員管理

事務（通信事務等）および統計資料、その他当会の運営に必要な資料の作成に利用します。 

なお、当会の所属法人の連絡担当者経由で申し込まれる方につきましては、上記個人情報

が連絡担当者経由で所属法人に提供されることについて同意しているものとして取扱います。 

また、合格者の方につきましては、当会の会員向けに発行する会報「年金数理人」に合格科目、

氏名を記載する予定です。記載を希望されない方は、合格発表日から一週間以内に書面にて当

会までお申出下さい。 

 

以上 

 

４．合格者の発表 

11月下旬を予定しております。 

受験者あてに試験結果通知を送付いたします。 

なお、不合格の場合、成績ランクもあわせて通知します。 

2016年度より、年金法令・制度運営の合格にあたっての、「職業専門性研修会」の受講が不

要となりました。また、当会のホームページ(https://general.jscpa.or.jp/)にて受験番号

のみを掲示致します。 

 

５．準会員資格取得の申請 

合格科目および合格とみなされる科目（免除科目）をあわせて２科目全て（※）に合格さ

れた方は、当会の準会員資格取得の申請を行うことができます。 
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○受験申込書に記入された氏名、生年月日、住所、勤務先等および合否結果の個人情報につ

いては、当会の日本年金数理人会試験の運営、試験関係事務（受験票等の送付等）、会員管

理事務（通信事務等）および統計資料、その他当会の運営に必要な資料の作成に利用しま

す。なお、当会の所属法人の連絡担当者経由で申し込まれる方につきましては、上記個人

情報が連絡担当者経由で所属法人に提供されることについて同意しているものとして取扱

います。また、合格者の方につきましては、当会の会員向けに発行する会報「年金数理

人」に合格科目、氏名を記載する予定です。記載を希望されない方は、合格発表日から一

週間以内に書面にて当会までお申出下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１） 

受験申込書記入時の注意 

 

○受験申込書は誤字、脱字のないように記入ください。氏名等の記載が正しくない場合や判読

しにくい場合は、受験票等を正しく作成できない場合があります。（できるだけエクセルフ

ァイルをご利用いただき、手書きは避けていただきますようお願いいたします。） 

 

○2008 年度までに合格科目がある方および 2009 年度以降に受験された方は、前年度の試験結

果通知の年金数理人会登録番号(８桁)を必ずご記入ください。それ以外の方は、再度年金

数理人会登録番号を付与しますので、ご記入不要です。 

○2009年度より合格科目がない場合も、付与した年金数理人会登録番号を継続的に使用いた

します。本年度付与された年金数理人会登録番号は忘れず記録しておいてください。 

○全ての項目につきご記入ください。ただし、「ビル・アパート名」・「ＦＡＸ」・「E-mail」に

つきましては該当項目のある方のみご記入ください。 

○選択項目につきましては、該当欄に○印をご記入ください。 

○住所の記入欄は、「都道府県」・「地区町村以下」・「ビル・アパート名」の３つの項目に分け

ておりますので、各々にご記入ください。 

○ＴＥＬ・ＦＡＸ番号の区切りはハイフンを記入してください（例：03-5442-0208）。 

○受験時の写真付身分証明書（公的機関発行の証明書（運転免許証、パスポート、マイナン

バーカード）、職員証明書、学生証等）の呈示を必須としております。 
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（別紙２） 

（１）2012年度改正（※）前の合格科目との対応関係 

2012年度改正（※）前の「基礎数理」に合格済の方は、改正後の「基礎数理Ⅰ」および「基

礎数理Ⅱ」に合格したものとみなします。 

※2012年度改正…「基礎数理」を「基礎数理Ⅰ」および「基礎数理Ⅱ」に分割 

 

（２）2021年度以前の合格科目との対応関係 

①2021年度以前における能力判定試験の「年金数理」の合格者は、本会が実施する日本年金数

理人会試験の「年金数理」に合格したものとみなします。 

②2012 年度から 2021 年度以前における能力判定試験の「基礎数理Ⅰ」の合格者は日本アクチ

ュアリー会の資格試験の「数学」及び「損保数理」に合格したものとみなします。 

③2012 年度から 2021 年度以前における能力判定試験の「基礎数理Ⅱ」の合格者は日本アクチ

ュアリー会の資格試験の「生保数理」に合格したものとみなします。 

④2021年度以前における能力判定試験の「会計・経済・投資理論」の合格者は日本アクチュア

リー会の資格試験の「会計・経済・投資理論」に合格したものとみなします。 

 

（３）免除科目と免除要件 

日本アクチュアリー会の資格試験において既に合格している科目に応じて、当会の試験で合

格とみなされる科目（免除科目）の対応は下表のとおりです。 

なお、日本アクチュアリー会の資格試験は過去に数回制度改正が行われておりますが、下表

では現在の制度における科目名のみで表示しております。旧制度で合格した科目に関しまし

ては、制度改正時の読み替え規定に応じて、現在合格とみなされている科目として取り扱っ

てください。 

 

当会の試験で合格とみなされる科目 

（免除科目） 

日本アクチュアリー会の資格試験に 

おいて既に合格している科目 

年金数理 「年金数理」 

年金法令・制度運営 「年金１」および「年金２」 
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（別紙） この用紙はエクセルファイルが利用できない場合のみご利用ください

公益社団法人日本年金数理人会試験委員会委員長殿

年 月 日

※

１．受験科目（該当欄に○印） 年金法令・制度運営の受験資格確認

（年金法令・制度運営を受験される方のみ、該当欄に〇印）

①日本アクチュアリー会試験結果にて確認する場合、

２．受験票等の送付先（該当欄に○印） 試験結果通知の画像ファイルを別途添付すること

３．勤務先名称・所属・役職・住所

－

４．自宅住所

－

※

①②の併用

FAX

FAX

E-mail

郵便番号

ビル・ア
パート名

TEL

年金数理
(1)

年金法令・
制度運営(2)

E-mail

受験申込書に記入された氏名、生年月日、住所、勤務先等および合否結果の個人情報については、当会の能力判定

試験の運営、試験関係事務（受験票等の送付等）、会員管理事務（通信事務等）および統計資料、その他当会の運

営に必要な資料の作成に利用します。なお、当会の所属法人の連絡担当者経由で申し込まれる方につきましては、

上記個人情報が連絡担当者経由で所属法人に提供されることについて同意しているものとして取扱います。

市区町村
以下

ビル・ア
パート名

TEL

会社コード

年金数理人会使用欄

都道府県

日
男(1)

2025年度　日本年金数理人会試験　受験申込書

記入日 2025

市区町村
以下

勤務先 (1) 自宅 (2)

名称

2008年度までに合格科目がある方および2009年度以降に受験さ

れた方は必ずご記入ください。（それ以外の方はご記入不要です）
年金数理人会

登録番号（8桁）

所属

女(2)
年 月

役職

郵便番号 都道府県

送付先

氏名

性別

かな

漢字

姓

（該当欄に○印）
生年月日（西暦8桁）

受験科目

名

①日本アクチュ

アリー会の試験

結果

②2024年度以前

の当会の試験結

果


